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（３）事件別概要 

 

昭和45年（不）第９～11号併合事件 

 

昭45.11. 4受付 

繰     越 

 

申 立 人   （個人申立） 

       高知県立Ａ高等学校   用務員Ｍ 

       高知県立Ｂ高等学校   調理員Ｎ 

       高知県立Ｃ高等学校   守 衛Ｏ 

 

被申立人   Ｙ 

 

請求する救済の内容 

１ 懲戒処分の取消し 

２ 給与上の不利益回復 

３ 陳謝文の交付 

 

申立人主張の要旨 

１ 被申立人は、昭和44年11月５日に申立人に対し、「昭和44年７月10日、Ｘ組合の

同盟罷業に際し、上司の承認を受けないで正常な勤務をしなかった。このことは、

地方公務員法第32条、第35条及び地方公営企業労働関係法第11条に違反する。」と

して、懲戒（減給）処分を行った。 

２ しかしながら、申立人は、申立人が加入するＸ１組合の上部組織であるＸ２組合

及びＸ組合がなした昭和44年度人事院勧告の早期獲得と完全実施を目的とした統一

行動に参加したものであって、申立人の行為もまた正当な組合活動であり、したが

って、被申立人の本件処分は、この正当な組合活動に対して不利益な取扱いをなし

たもので、労働組合法第７条第１号に該当する不当労働行為である。 

 

被申立人主張の要旨 

現在に至るまで答弁書の提出がない。 

 

審 査 経 過 

昭和45年11月12日調査開始以来、答弁書、各側準備書面の提出がなく、審査不開始

のまま平成28年度に繰り越した。 
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昭和46年（不）第１号事件 

 

昭46. 1.21受付 

繰     越 

 

申 立 人   （個人申立） 

       高知県立Ａ高等学校   用務員Ｍ 

 

被申立人   Ｙ 

 

請求する救済の内容 

１ 懲戒処分の取消し 

２ 給与上の不利益回復 

３ 陳謝文の交付 

 

申立人主張の要旨 

１ 被申立人は、昭和45年１月22日に申立人に対し、「昭和44年11月13日、Ｘ組合の

同盟罷業に際し、上司の承認を受けないで正常な勤務をしなかった。このことは、

地方公務員法第32条、第35条及び地方公営企業労働関係法第11条に違反する。」と

して、懲戒（減給）処分を行った。 

２ しかしながら、申立人は、申立人が加入するＸ１組合の上部組織であるＸ２組合

及びＸ組合がなした昭和44年度人事院勧告の完全実施を目的とした統一行動に参加

したものであって、正当な組合活動であり、したがって、被申立人の本件処分は、

この正当な組合活動に対して不利益な取扱いをなしたもので、労働組合法第７条第

１号に該当する不当労働行為である。 

 

被申立人主張の要旨 

現在に至るまで答弁書の提出がない。 

 

審 査 経 過 

昭和46年１月26日調査開始以来、答弁書、各側準備書面の提出がなく、審査不開始

のまま平成28年度に繰り越した。 
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昭和51年（不）第１～10号併合事件 

 

昭和51. 2.25受付 

繰      越 

 

申 立 人   （個人申立） 

       高知県立Ａ高等学校   用務員Ｍ 

       高知県立Ｂ高等学校   守 衛Ｎ 

       高知県立Ｃ高等学校   技能員Ｏ 

       高知県立Ｄ高等学校   用務員Ｐ 

       高知県立Ｅ高等学校   技能員Ｑ 

       高知県立Ｆ高等学校   技能員Ｒ 

       高知県立Ｇ高等学校   守 衛Ｓ 

       高知県立Ｈ高等学校   技能員Ｔ 

       高知県立Ｉ高等学校   技 師Ｕ 

       高知県立Ｊ高等学校   守 衛Ｖ 

 

被申立人   Ｙ 

 

請求する救済の内容 

１ 懲戒処分の取消し 

２ 給与上の不利益回復 

３ 陳謝文の交付 

 

申立人主張の要旨 

１ 被申立人は、昭和50年２月27日に申立人に対し、「昭和49年４月11日、13日及び

同年５月23日にＸ組合の同盟罷業に際し、上司の承認を受けないで正常な勤務をし

なかった。」として、戒告処分をした。 

２ しかしながら、申立人は、申立人らが加入するＸ１組合の上部組織であるＸ２組

合及びＸ組合が正当な組合活動として取り組んだ賃上げ等を要求する統一行動に参

加したものであって、申立人の行為もまた正当な組合活動であり、したがって、被

申立人の本件処分は、この正当な組合活動に対して不利益な取扱いをなしたもの

で、労働組合法第７条第１号に該当する不当労働行為である。 

 

被申立人主張の要旨 

現在に至るまで答弁書の提出がない。 

 

審 査 経 過 

昭和51年２月27日調査開始以来、答弁書、各側準備書面の提出がなく、審査不開始

のまま平成28年度に繰り越した。 
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平成27年（不）第１号事件 

 

平27. 2.16受付 

繰     越 

 

申 立 人   Ｘ組合 

 

被申立人   Ｙ法人 

 

請求する救済の内容 

１ 支配介入の禁止 

２ 誠実団交の実施 

３ 謝罪文の掲示・交付 

 

申立人主張の要旨 

被申立人が行った次の各行為は労働組合法第７条第２号及び第３号に規定する不当

労働行為に該当する。 

（１）平成26年３月１日付けでＸ組合執行委員長Ａに対して配置転換を命じたこと及

び同月６日付けで休業命令を発したこと。 

（２）平成26年４月22日にＸ組合の組合員Ｂに対して雇止め通知を送付したこと及び

その後の組合からの抗議に対して不誠実な対応をしたこと。 

（３）団体交渉における申立人の要求に対して不誠実な対応をしたこと。 

 

被申立人主張の要旨 

上記主張に対し、被申立人は次のとおり主張し、請求の棄却を求めている。 

（１）Ａの配置転換は業務上の必要性に基づいて行ったものであり、休業命令も業務

上の必要性及びＡの体調を考慮して産業医の診断を経て行ったものである。 

（２）雇止め通知を送付した時点においてＢは組合員ではなく、また、Ｂに対しては

労働契約期間を短縮した上で再更新について協議する旨を平成26年２月時点で提

案しているため、Ｂが組合員であることとＢの雇止めとは関係がない。 

（３）不誠実な対応とされる一部の行為は除斥期間を経過しており、その他の行為も

団体交渉において既に解決済み又は団体交渉が係属中である。 

 

審 査 経 過 

平成27年７月２日 第１回調査 

    11月５日 第２回調査 

平成28年２月25日 第３回調査 

次回第４回調査を平成28年６月２日に予定して、平成28年度に繰り越した。 
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平成27年（不）第２号事件 

 

平27.12.11受付 

新     規 

 

申 立 人   Ｘ組合 

 

被申立人   Ｙ社 

       Ｚ協同組合 

 

請求する救済の内容 

１ 支配介入の禁止 

２ 誠実団交の実施 

３ 謝罪文の交付・掲示等 

 

申立人主張の要旨 

被申立人が行った次の各行為は、労働組合法第７条第２号及び第３号に規定する不

当労働行為に該当する。 

（１）被申立人代表者がＸ組合の組合員Ａを慫慂して組合を脱退させたこと。 

（２）団体交渉に被申立人代表者が欠席したこと及び決定権のない者を出席させたこ

と。 

（３）団体交渉に被申立人代表として出席した者が確約した事項を実行しなかったこ

と。 

（４）団体交渉の申入れに対して応答がなかったこと。 

 

被申立人主張の要旨 

上記主張に対し、被申立人は、次のとおり主張し、請求の棄却を求めている。 

（１）代表者がＡに話をしたことで、ＡがＸ組合を脱退しているため、支配介入に該

当すると判断されてもやむを得ない。 

（２）団体交渉の欠席には理由があり、また、交渉権限を有する者が出席していれ

ば、決定権を有する者の出席までは必要ない。 

（３）団体交渉の出席者は確約をしていない。 

（４）団体交渉の申入れに対して応答しておらず、団体交渉拒否があったことは認め

る。 

 

審 査 経 過 

平成28年２月８日 第１回調査 

平成28年３月11日 第２回調査 

次回第１回和解協議を平成28年４月22日に予定して、平成28年度に繰り越した。 
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平成28年（不）第１号事件 

 

平28. 1. 7受付 

新     規 

 

申 立 人   Ｘ組合 

 

被申立人   Ｙ（一部事務組合） 

 

請求する救済の内容 

誠実団交の実施 

 

申立人主張の要旨 

被申立人が行った次の各行為は、労働組合法第７条第２号に規定する不当労働行為

に該当する。 

（１）団体交渉において決定権者の出席がないこと。 

（２）要求事項について具体的な回答を示さないこと。 

（３）労使合意のないまま給料表の改正を行ったこと。 

（４）施設の民間移譲先の決定通知を唐突に発出したこと。 

 

被申立人主張の要旨 

上記主張に対し、被申立人は、次のとおり主張し、請求の棄却を求めている。 

（１）団体交渉への決定権者の出席は必須のものではない。 

（２）要求事項について一定の回答を示している。 

（３）給与表の改正は申立人から一定の理解が得られたものである。 

（４）行政執行権の行使に係る事柄である。 

 

審 査 経 過 

平成28年３月29日 第１回調査 

次回第２回調査を平成28年５月18日に予定して、平成28年度に繰り越した。 

 


